
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

危険物安全週間推進標語 『訓練で 確かな信頼 積み重ね』 

６月７日～６月１３日 

６月の第 2週は危険物安全週間です。ガソリンや灯油など、私たちの生活に身近な 

危険物ですが、誤った取り扱いや保管をしてしまうと火災になる恐れがあります。 

危険物は、一旦火が付くと爆発的に燃焼し、大災害を招く危険性が潜んでいます。 

この危険物安全週間を通して、身の回りの危険物と危険性を再確認しましょう。 

問い合わせ先：予防課  TEL：0942-38-5159 

                        FAX：0942-32-4603 

 

危険物安全週間中の 

久留米広域消防本部の取り組み 

知っていましたか？ 私たちの身近な危険物 

【使用上の注意点】 

・車の給油キャップを開ける前に、静電気除去シートに触れる 

・灯油は涼しい場所に保管する 

・スプレー缶や消毒用アルコールは火の近くで使用しない 

・マニキュアやアロマオイルの近くで火を使用しない 

・容器の劣化や破損を確認する 

危険物は火が付くと一瞬で燃え広がります。 

身近な危険物の取り扱いに注意しましょう。 

・ガソリン・灯油             ・高濃度アルコール 

・カセットコンロ用ガスボンベ       ・消毒用アルコール 

・オイル（ライター、エンジンオイル等）  ・マニキュア・除光液 

・スプレー缶（ヘア、消臭スプレー等）   ・アロマオイル  等 

※ 種類によっては、危険物に該当しない場合もあります。 

危険物に該当するかは、容器への表示で確認できます。 

消毒用エタノール 

エタノール 76.9～81.4vol% 

６００ｍＬ 指定医薬部外品 

アルコール類 水溶性 

危険物等級Ⅱ 火気厳禁 

令和２年度 

・優良事業所の表彰（危険物保安功労者表彰） 

・危険物に関するポスターの掲示等各種広報 

 

【令和２年度危険物安全週間推進ポスター】 

 

消毒用アルコール製品の表示例】 
【危険物に該当する 


